
又は

プラスチック資源の出し方

変更前
（令和５年９月まで）

変更後
（令和５年10月以降）

●これまで、プラスチック製容器包装は「資源」、プラスチック使用製品は「可燃ごみ」としていました
が、令和５年１０月以降は、それらを分けずに資源用袋に入れてごみ集積場所へ出してください。
●資源用袋に入らないプラスチック使用製品は、「プラスチック使用製品」と書いた紙を1個につき１
枚貼って出してください。
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【収集日について】
令和５年９月までの「プラスチック製容器包装」と同じ収集日に出してください。
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②資源用袋に入らないプラ
スチック使用製品は、「プ
ラスチック使用製品」と
書いた紙を貼る。

新たにプラスチック資源として収集ができるもの

スマートフォンでごみと資源の分別区分を検索・確認

●全部又は大部分がプラスチックの素材でできたものが対象です。
　金属部分で取り外せるものは、できるだけ取り外してください。
●汚れが付着しているものは、必ず水でゆすいでください。
　汚れが落ちない場合は可燃ごみとして出してください。

プラスチック資源として収集ができないもの
●以下の品目はリサイクルを阻害する恐れがあります。適切な分別に御協力ください。

市ホームページ、生活情報アプリ「東海な
び」では、ごみと資源の分別区分を検索・
確認することができます。

バケツ類 CD･DVD･BD タッパ―・弁当箱 衣装ケース おもちゃハンガー・洗濯ばさみ

ストロー・フォーク 歯ブラシ 文房具 ポリタンク ビニールシート

※50cm未満に切断すること。

買い物かご

電気や電池で動く製品 汚れが付着したもの ペットボトル 刃物類

厚さ5mm以上の
硬質のもの

ライター等発火の
恐れがあるもの

炭素繊維・ガラス繊維
のもの（ＦＲＰ製）

注射針等の
医療器具 分別についての

詳細はこちらへ

▲iOS版▲市ホーム
　ページ

▲Android版
東海なび

※キャップ及びラベルは
回収可。
※キャップ及びラベルは
回収可。
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